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はじめに

本図書は、「京都府環境影響評価条例」（平成10年条例第17号）（以下「条例」という。）

第7条の3の規定に基づき作成した「（仮称）太鼓山ウインドファーム 計画段階環境配慮書」

である。 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。 

（承認番号 平30情複、第371号） 

なお、本書に掲載した複製品を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地名・公共施設）及び基盤

地図情報及び電子地形図(タイル)を使用した。（承認番号 平30情使、第403号） 
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